
　　　　　　平成２８年９月３０日
　　　　    総務部人事課
            0742-34-4821
           （ダイヤルイン）

　　　　　　  　　職員の懲戒処分について

　　環境清美工場職員の窃盗・横領に伴う管理監督者の処分発令を、下記の通り行った。

記

環境部及び環境清美工場職員の管理監督職員
所属・補職 旧所属・補職 年齢 処分年月日 処分内容 処分理由 適用法令

環境部長 ５９ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

６月 第２９条第１項

　事務職員 第１号及び第２号

環境部次長 ５７ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

５月 第２９条第１項

　事務職員 第１号及び第２号

環境部参事 ５５ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

５月 第２９条第１項

　技術職員 第１号及び第２号

環境事業室長 ５８ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

５月 第２９条第１項

　事務職員 第１号及び第２号

環境清美工場長 ５７ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

５月 第２９条第１項

　技術職員 第１号及び第２号

環境清美工場長補佐 ５１ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

２月 第２９条第１項

　事務職員 第１号及び第２号

環境清美工場長補佐 ５８ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

２月 第２９条第１項

　技術職員 第１号及び第２号

環境清美工場長補佐 ６０ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

２月 第２９条第１項

　技能職員 第１号及び第２号

環境清美工場長補佐 ５８ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

２月 第２９条第１項

　技能職員 第１号及び第２号

リサイクル推進課　主任 環境清美工場　係長 ５４ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

（Ｈ２８.８.３１まで） ４月 第２９条第１項

　技能職員 第１号、第２号及び第３号

環境清美工場 環境清美工場長補佐 ６０ Ｈ２８.９.２９ 減給10分の１ 地方公務員法

（再任用職員） （Ｈ２７年度） １月 第２９条第１項

　技能職員 第１号及び第２号

【参考】平成２８年９月議会で議決された事項

　○市長　…平成２８年１０月～１２月の給料月額１０分の１を３月減額するとともに、平成２８年１２月分及び平成２９年６月分の
　　　　　　期末手当の１０分の１を減額

　○副市長…平成２８年１０月～１２月の給料月額１０分の１を３月減額

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

報　　道　　資　　料

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任を問う

上司としての管理
監督責任等を問う


